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H17.11.21 総務文教常任委員会 

 

「在日米軍再編に係る訓練移転」についての主な経過 

 

１０月２７日（木） 

〇土屋札幌防衛施設局長が来庁、市長と面談（市長室） 

   「米軍戦闘機訓練の分散・移転先として千歳飛行場の可能性がある」（非公式） 

 

１０月３１日（月） 

〇土屋札幌防衛施設局長が来庁、市長と面談（市長室） 

   「現時点においても千歳飛行場は候補地として可能性がある」・中間報告(写)持参  

市長から 

・「騒音の加重や事故、治安面などの懸念があり、市民生活に対する影響が大きい

ことから、現時点においては受け入れがたい」と回答。 

・今後のスケジュール、訓練移転の内容、協定の有無等、市民説明に必要な情報を

求めた。 

 

〇総務文教常任委員会開催  

   ・中間報告の概要、市の基本姿勢を報告 

 

１１月 ２日（水） 

 〇平成１７年第３回臨時市議会の開会挨拶で所見を述べる。 

 

１１月 ４日（金） 

 〇市ホームページに「在日米軍の再編問題」を新設 （市民周知） 

 

１１月１１日（金） 

〇空港・基地課長が札幌防衛施設局を訪問し、天野施設企画課長と面談 
施設局から、「現時点においても本庁から情報はない。市の考えと質問は本庁に伝

えているが、その回答や時期が本庁から示されていない」 
 

〇「千歳市在日米軍再編調査委員会」を設置 （庁内職員のワーキング） 

    ・庁内的な調査体制を構築 
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１１月１５日（火）  

〇庁内イントラに「日米再編問題の市ホームページ設置」を周知 （職員周知） 
 
１１月１７日（木） 
 〇市長が北海道を訪問し、吉澤副知事と面談（副知事室） 

市長から ・市の「受け入れがたい」の基本姿勢を説明 
・北海道として国に情報提供を催促してほしい。 
・知事の積極的な行動を要請。 

 
１１月１８日（金） 
 〇企画部長が札幌防衛施設局を訪問し、中島施設調整官と面談 

部長から ・再度、千歳市の基本姿勢と今後の対応について説明。 
・国の動きについて確認。 

局から  ・市の基本的考え方は本庁に伝えている。 
     ・先週、本庁に出向いたが状況は変わっていない。（情報がない） 

 
 
 



H17.11.21 総務文教常任委員会

「千歳市在日米軍再編調査委員会」設置要綱

（設 置）

（ 、第１条 在日米軍の再編問題を調査するため 以下「 」千歳市在日米軍再編調査委員会

「委員会」という ）を設置する。。

（所掌事務）

第２条 委員会は、米軍再編に伴う米軍航空機訓練移転等に関する調査を所掌する。

（構 成）

第３条 委員会は、助役、企画部長、総務部長、市民環境部長、企画部次長、総務部次

長、市民環境部次長及び企画部参事をもって構成する。

（１） 委員長は、助役をもって充てる。

（２） 副委員長は、企画部長をもって充てる。

（３） 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を委員会に出席させることが

できる。

（職 務）

第４条 委員長は、委員会を代表し、会議を主宰する。

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

（会議の招集）

第５条 委員会は、必要の都度、委員長が招集する。

（任 期）

第６条 委員長、副委員長、委員の任期は、第２条に定める所掌事務が終了するまでの

期間とする。

（事務局）

、 、第７条 諸事項の検討及び関係機関との連絡調整を行うため 委員会に事務局を設置し

その庶務は、企画部空港・基地課基地係が行う。

２ 事務局長は、空港・基地課長をもって充てる。

３ 事務局次長は、渉外・防災課長及び環境課長をもって充てる。
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（委 任）

第８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

附 則

この要綱は、平成１７年１１月１１日から施行する。

千歳市在日米軍再編調査委員会

委員長 助役

副委員長 企画部長

委員 総務部長

委員 市民環境部長

委員 企画部次長

委員 総務部次長

委員 市民環境部次長

委員 企画部参事

事務局長 企画部空港・基地課長

事務局次長 総務部渉外・防災課長

市民環境部環境課長

事務局 企画部空港・基地課基地係
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日米地域協定に関する用語解説について 

 

 

 

●（２－１－a） 

日米地域協定 第２条1項a   

いわゆる米軍専用施設・区域 

 

 

●（２－４－a） 

日米地位協定 第２条４項a 

  いわゆる米軍管理共同使用 

  米軍が一時的に使用していない施設・区域について、日米合同委員会の合

意に基づき、米軍管理のもと、施設・区域を日本国政府や日本国民が使用す

ること。 

 

 

●（２－４－b） 

日米地位協定 第２条４項b 

  いわゆる国等管理共同使用 

  米軍が一時的に使用する施設・区域について、日米合同委員会の合意に基

づき、日本政府等管理のもと、米軍が使用すること。 

 
 
 
※ 日米地位協定とは、「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保

障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地域

に関する協定」の略である。 
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